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福祉・介護人材の参入促進等のための取組福祉・介護人材の参入促進等のための取組
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・ 予算額：３２０億円（セーフティネット事業費補助金） ※２次補正予算案
・ 実施主体：都道府県が適当と認める団体
・ 補助率：１０／１０
・ 概要：介護福祉士・社会福祉士養成施設の入学者に対して修学資金の貸付けを行う。

（福祉・介護の仕事に５年間従事した場合、返還を免除。）

・ 予算額：２０５億円（障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金事業として実施） ※２次補正予算案
・ 実施主体：都道府県
・ 補助率：定額（１０／１０）
・ 概要：①進路選択学生等支援事業

②潜在的有資格者等養成支援事業
③複数事業所連携事業
④職場体験事業

介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充

福祉・介護人材確保のための緊急対策

福祉・介護人材確保のための緊急対策について（社会・援護局分）福祉・介護人材確保のための緊急対策について（社会・援護局分）

・ 予算額：セーフティネット事業費補助金２１０億円の内数 ※２１年度当初予算案

・ 実施主体：都道府県
・ 補助率：１／２
・ 概要：①福祉・介護人材定着支援事業

②実習受入施設ステップアップ事業

＋＋
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介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充について介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充について

なし交付された資金の中から年間600万円以内の範囲で取
崩し可能貸付事務費

１／２（セーフティネット事業費補助金）１０／１０ （セーフティネット事業費補助金）補助率

都道府県都道府県が適当と認める団体（都道府県社協等）実施主体

セーフティネット事業費補助金１９５億円の内数３２０億円（※）予算額（案）

貸付を受けた期間に相当する期間内に、毎月３．６万円を
返還

月額３．６万円

・ 介護福祉士養成施設（１年課程）
・ 介護福祉士養成施設（２年以上課程）
・ 社会福祉士一般養成施設（１年以上課程）
・ 社会福祉士短期養成施設（６月以上課程）
のいずれかに入学する者

・ 介護福祉士養成施設（１年課程）
・ 介護福祉士養成施設（２年以上課程）
・ 社会福祉士一般養成施設（１年以上課程）
・ 社会福祉士短期養成施設（６月以上課程）
のいずれかに入学する者 （学年当たり6,000人程度）

貸付対象

現行制度（平成20年度）

① 養成施設等の卒業の日から１年以内に、

② 貸付を受けた都道府県の区域内において
③ 介護福祉士の場合には受験資格の対象となる介

護等の業務に、社会福祉士の場合には受験資格の
対象となる相談援助の業務に従事し、

④ 以後７年間当該業務に従事すること

① 養成施設等の卒業の日から１年（国家試験に不合格
となった場合等には３年）以内に、

② 貸付を受けた都道府県の区域内において
③ 受験資格の対象となる介護又は相談援助の業

務に従事し、

④ 以後５年間当該業務に従事すること

返還免除

都道府県が設定する期間内に、都道府県が設定する金
額を返還返還方法

① 月額５万円
② 入学準備金２０万円（初回に限る。）
③ 就職準備金２０万円（ 終回に限る。）

貸付限度額

第２次補正予算による対応

※ ３年分に相当する規模の貸付に係る原資を交付。

○ 介護福祉士等養成施設に著しい定員割れが生じている現状を踏まえ、若い人材の福祉・介護分野
への参入を促進する観点から、介護福祉士・社会福祉士養成施設の入学者に対し修学資金の貸付け
を行う「介護福祉士等修学資金貸付制度」について、貸付原資等の補助及び貸付条件の緩和を行う。

○ 介護福祉士等養成施設に著しい定員割れが生じている現状を踏まえ、若い人材の福祉・介護分野
への参入を促進する観点から、介護福祉士・社会福祉士養成施設の入学者に対し修学資金の貸付け
を行う「介護福祉士等修学資金貸付制度」について、貸付原資等の補助及び貸付条件の緩和を行う。


